
▍売却（解約）〜出⾦の⼿順
投資信託の売却（解約）注⽂を済ませた後、出⾦申込みをしていただくことで、あらかじめご指定いただいている出
⾦⽤⼝座に売却代⾦を振込みます。

②保有ファンドの中から売却（解約）したい銘柄の
「全部売却」か「⾦額指定売却」をタップ/クリック

①ログイン後マイページを開き「保有ファンド⼀覧」をタップ/クリック

 売却（解約）の⼿順
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全部売却の場合
①「取引パスワード」を⼊⼒
取引パスワード:初回ログイン時にお客さまご⾃⾝で
ご登録されたパスワード

②「注⽂する」をタップ/クリック

「売却注⽂完了」のページが表⽰されたら売却注⽂完了

①売却可能⾦額（概算）を確認の上、
売却（解約）したい「⾦額」を⼊⼒

②「申込内容を確認する」をタップ/クリック

③「取引パスワード」を⼊⼒
取引パスワード:初回ログイン時にお客さまご⾃⾝
でご登録されたパスワード

④申込内容を確認したら「注⽂する」をタップ/クリック

⾦額指定売却の場合

2
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※3ページ⽬の注意事項
をご確認ください
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※売却（解約）申込の受付が15時以降となった場合は、翌営業⽇の扱いとなります。
※売却（解約）時の価額は、約定⽇の解約価額（ファンドによっては、信託財産留保額を控除済み）となります。
※受渡⽇の前々営業⽇の18時から出⾦申込みは可能となります。
※営業⽇の15時〜18時の時間帯およびシステムメンテナンス時間は、売却（解約）の申込みはできません。
※5,000円未満の⾦額指定売却はできません。
【⾦額指定売却の場合】
※売却可能⾦額（概算）とは、基準⽇時点での基準価額と現時点で売却可能と試算された⼝数を⽤いて算出してお
り、実際の約定⽇における売却可能⾦額とは異なります。
※約定⽇において、ご指定の売却⾦額が売却可能⾦額を上回った場合は、全部売却として取扱います。この場合、表⽰
されている売却⾦額に満たない約定⾦額となりますので、ご了承ください。
※税引前の解約額がご指定⾦額になるよう解約します。

ファンドの売却（解約）⼿続きを済ませた後、出⾦申込みをされると、ご登録いただいている出⾦⽤⼝座に売却代⾦が振
込まれます。
売却代⾦は、受渡⽇の2営業⽇前の18時以降に出⾦申込みが可能となり、受渡⽇に受け取ることができます。
※受渡⽇は、売却注⽂画⾯にてご確認いただけます。

（例）売却申込み受付⽇から起算して5営業⽇⽬が受渡⽇のファンドを売却（解約）し、最短で出⾦する場合

注意事項
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 出⾦の流れ

①マイページを開き、
「⼊出⾦」のプルダウンをタップ/クリック
②「出⾦申込み」をタップ/クリック

③出⾦可能額を確認の上、「出⾦申込み額」を⼊⼒、
もしくは「全額を出⾦する」にチェック
④「内容を確認する」をタップ/クリック
・出⾦のお申込みは5,000円以上1円単位です。
・出⾦可能額が5,000円未満の場合、全額出⾦をお選びください。
・残額が5,000円未満になる出⾦申込みは全額出⾦扱いとなります。3
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①申込み内容を確認したら「取引パスワード」を⼊⼒
取引パスワード:初回ログイン時にお客さまご⾃⾝で
ご登録されたパスワード

②「出⾦を申込む」をタップ/クリック

「出⾦申込み完了」のページが表⽰されたら
出⾦申込み完了

※営業⽇の15時までに出⾦のお申込みを受け付けた場合は、翌営業⽇に出⾦⽤⼝座に振り込まれます。
18時以降に出⾦のお申込みを受け付けた場合は翌々営業⽇に出⾦⽤⼝座に振り込まれます。
ただし出⾦⽤⼝座のご登録状況に不備等あった場合には、不正出⾦防⽌のため、郵送または電話による出⾦⽤
⼝座の変更確認が終了した後の出⾦となることから、お申込みから出⾦まで3営業⽇以上かかることがあります。

※出⾦に事務取扱⼿数料はかかりません。
※出⾦申込みは取消ができません。
※営業⽇の15時〜18時の時間帯およびシステムメンテナンス時間は、出⾦はできません。
※5,000円未満の⾦額指定売却はできません。
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